
前金払に係る決定申請手続の廃止について

事務の簡素化・迅速化を図るため、令和6年4月1日以降、工事及び工事に直接関係する業務委託について、
前金払に係る工事請負代金等一部前金払決定申請手続を廃止します。

前金払手続の流れ（令和6年4月以降）
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